
 

第８回バイオマス事業化戦略検討チームの概要 

 

１ 日 時：平成 24 年 6 月 27 日（水）10:00～12:00 

２ 場 所：経済産業省別館 1028 号会議室 

３ 出席者 

委  員：五十嵐委員、大原委員、神谷委員、坂西委員、迫田委員(座長代理)、

塚本委員(座長)、徳岡委員、中村委員、野村委員、薬師堂委員、小山

委員、澤委員、幡多委員、八村委員、山田委員、吉田委員、堀委員 

関係省庁：内閣府、内閣官房、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省、

農林水産省 

４ 議題 

（１）最近の情勢について 

（２）バイオマス事業化戦略について 

５ 概 要： 

【要旨】 

・ 最近の情勢として、国家戦略室よりエネルギー・環境会議における選択肢の中間的

整理の概要について説明があった。 

・ これまで出された意見等を踏まえたバイオマス事業化戦略（案）について議論を行

った。 

・ 次回会合は７月 27 日(金)に開催予定。 

【主な発言】 

１ エネルギー・環境会議における選択肢に関する中間的整理について 

・ 選択肢の中間的整理で資源燃料政策の強化が位置つけされているが、国産バイオ

マスの利用は大事であり、その強化が必要。 

 

２ バイオマス事業化戦略について 

（１）バイオ燃料 

・ バイオ燃料は、セルロース系、微細藻類等の炭化水素系、BDF 等があるが、分散

型エネルギー源として地域の安全・安心・活性化、ソフトセルロースなどの革新的

技術の開発の２つの視点が重要。 

・ 国内で技術と一貫システムを構築し、アジア等の海外に展開していく必要。北海

道と沖縄では自治体と組んでバイオエタノールの一貫システムを構築する必要。 

・ セルロース系の技術開発は、日本の発酵産業の将来を左右する問題であり、夢の

あるバイオ燃料の戦略を打ち出す必要。 

・ 産総研、NEDO のセルロース系エタノールの革新的技術開発は 2013 年度で終了す

るので、次のステップを準備しておく必要。 



 

・ バイオエタノールの技術開発がしっかりすれば、バイオリファイナリーやバイオ

ケミカルに発展できる可能性。 

・ BDF の地産地消の取組が地域の熱意で全国に広がっている。今回の震災では、各

地域が BDF を融通し助け合った。現在、BDF を軽油に混ぜると軽油引取税が課税され

るため B100 で利用している実態があるが、ポスト新長期対応車両が導入されると、

全国の取組が消えてしまう。数年前と比べ状況は変わっており、BDF の地産地消によ

る温暖化防止や災害に強いまちづくりを進める観点から、低濃度 BDF 混合軽油の地

産地消の誘導策として税減免が必要。 

・ 震災・原発事故を受け、従来の海外からの大量輸入システムは大事だが、地域の

バイオマスを活用した分散型エネルギー利用も大事であり、その一つが BDF。震災で

全国流通が止まる中で BDF の地産地消が活躍した。広域型と地域分散型システムの両

方の観点から、BDF などのバイオマス税制の強化が必要。 

・ 2030 年にガソリン需要が６割減ると予想される中で、バイオ燃料を更に導入する

ことは石油精製業界にとって厳しい話。軽油は余剰分を輸出している状況。供給サ

イドの対策ばかりでなく、需要サイドの現実をしっかり踏まえなければいけない。 

 また、軽油引取税を減免しても、不正軽油拡散防止等のため相当な事務コストが

かかる。地産地消に区切っても何ができるかを検討する必要。 

・ 原発事故で原子力発電が止まり、化石燃料を輸入し赤字になっている。将来を考

えて、石油業界に地産地消の領域にも入ってもらいながら、国産バイオ燃料の比率

を高めていくための誘導策が必要。 

・ バイオ燃料の開発輸入については、国内でつくった技術だけでなく、海外にて開

発輸入用の技術を開発し、ビジネスモデルをつくることも必要。 

・ バイオマスは、地産地消や地域循環という性格があり、地域バイオマスの利用技

術の開発が必要。日本でバイオエタノールを導入するという目標がなければ、バイ

オリファイナリーの方向に向かっていた。エネルギー化はバイオマス事業化の１つ

の出口であるが、それ以外の出口もあることを想起する必要。 

・ 開発輸入のために海外での技術開発は必要であるが、少なくとも日本の企業がそ

の技術の基盤を継続的に持つ必要。 

・ 固体燃料が発電用の中心であるが、半炭化など次世代ペレットの普及も重要。混

焼発電利用は新規設備投資がいらないので、混合率を上げていくことが課題。 

 

（２）木質バイオマス 

・ 未利用間伐材と枝条、端材等を一体的に利用することが重要。木質バイオマスで

はリグニンの活用が重要であり、リグニンの利用が進めば、セルロース系バイオマ

スの利用やバイオリファイナリーの発展につながる。 

 



 

（３）食品廃棄物 

・ 食品リサイクル法の食品リサイクルループの認定は、堆肥化・飼料化施設が前提

となっているが、メタン発酵の場合、発生する発酵消化液を肥料として利用したり、

バイオガスによる電気や熱を植物工場で利用して農産物を生産するのであれば、メ

タン発酵による食品廃棄物の再生利用の促進の観点から、メタン発酵を食品リサイ

クルループ制度の中に位置付けてもらいたい。 

・ 食品廃棄物・下水汚泥のメタン発酵は、効果や効率性からビジネスとしてはいい

が、生ごみ等の分別回収に手間がかかる、設備投資が大きいなどの課題がある。他

方、全国のごみ焼却場で発電をしているのは一部に止まっており、現実的な選択肢

として、ごみ焼却場における一括焼却による発電を位置付けることも必要。 

・ 生ごみは分別回収に手間がかかるため、ほとんどが焼却されているが、機械分別

によって生ごみと紙を回収しバイオガス化すれば、ごみ焼却発電の効率も上がる。

ハイブリッド型バイオガスと焼却を進めることが大事。また、国が燃えない生ごみ

は原則循環利用するという方針を出せば、自治体も動くようになる。 

 

（４）下水汚泥 

・ 下水汚泥のメタン発酵については、高濃度の窒素負荷が返流する問題があり、高

濃度窒素処理技術と一体的に進めることが必要。メタン発酵後の消化液の土壌への

過剰施肥は、地下水を汚染する可能性があるので注意が必要。 

・ 下水汚泥のバイオガス化については、バイオガスの導管注入の事例はまだ少ない。

FIT 制度の施行により、今後は下水汚泥やバイオガスを購入して発電するようなケー

ス（事業）も生まれてくる可能性がある。 

以 上 

 


